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那覇広域都市計画事業西普天間住宅地区土地区画整理事業に係る事後調査報告書 

(令和６年度)に対する環境保全措置要求 

 

１ 赤土等による水の濁りについて 

平常時調査における無名のカー及びヒージャーガー並びに、降雨時調査におけるヒ―ジャガ

ーにおいて、浮遊物質量（SS）が環境基準値（河川Ｂ類型：25mg/L 以下）を超過した原因につ

いて本事業の影響に関する考察がなされていないことから、環境基準値超過が確認された場合

は、本事業の影響について考察を行い、水の濁りの原因が本事業による影響と考えられる場合

には、必要な環境保全措置を講じること。その上で、考察した内容及び講じた環境保全措置に

ついて事後調査報告書に記載すること。 

また、環境基準値を超過した原因は、他事業で実施されたボーリング調査による影響と考え

られたとしているが、同ボーリング調査の実施日や調査地点などの詳細について確認されてい

ない。他事業による影響が懸念された場合は、他事業の詳細な工事内容について情報収集に努

めるとともに、環境基準値を超過しないよう他事業者と調整等を行うこと。 

 

２ 重要な哺乳類、鳥類、両生・は虫類、昆虫類等の生息状況について 

事業者は、「偶発的な通過移動や偶発的な出現による変動を除外して考えれば、哺乳類、鳥類、

両生・は虫類、甲殻類等においては工事による変化は生じていない」としており、また、「底生

動物及び魚類に、種構成で大きな差は見られず、工事による影響は少ない」と評価しているが、

複数の分類において、過年度から確認された重要な種の数が減少傾向にある。 

ついては、重要な種の減少の要因について専門家等への意見聴取を行うとともに、その内容

を踏まえ、必要に応じて環境保全措置を検討すること。その上で、意見聴取した内容及び講じ

た環境保全措置について次回の事後調査報告書に記載すること。 


